
富士見町告示 第 154号 

 

 

 富士見町水道指定給水装置事業者規則第6条の規定により、指定給水装置 

工事業者廃止届出書の届出がありましたので、同規則第９条第１項第２号の規定 

により告示する。 

 

 

令和 7年 10月 1日 

                        富士見町長 渡辺 葉 

 

 

記 

 

 

 廃止給水装置事業者 

    

       

    １ 氏名又は名称   有限会社 三枝建設ラッキーホーム 

         

２ 住    所     山梨県笛吹市御坂町成田324番地2 

 

３ 代表者の氏名   三枝 則子 

       

       

 

       

 

       

         

         

       


